
参考資料４

水質汚濁防止法等の関連規程について（抜粋）

１ 水質汚濁防止法

（１）指定施設（第２条第４項）

第二条

４ この法律において「指定施設」とは、有害物質を貯蔵し、若しくは使用し、又は有害物質

及び次項に規定する油以外の物質であつて公共用水域に多量に排出されることにより人の健

康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの（第十四

条の二第二項において「指定物質」という。）を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理す

る施設をいう。

（２）事故時の措置（第１４条の２）

第十四条の二 特定事業場の設置者は、当該特定事業場において、特定施設の破損その他の

事故が発生し、有害物質を含む水若しくはその汚染状態が第二条第二項第二号に規定する項

目について排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から公共用水域に排出さ

れ、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生

活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害物質を含む水若しく

は当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出又は有害物質を含む水の浸透の防止のた

めの応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府

県知事に届け出なければならない。

２ 指定施設を設置する工場又は事業場（以下この条において「指定事業場」という。）の

設置者は、当該指定事業場において、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は

指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことに

より人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く有害

物質又は指定物質を含む水の排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速

やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。

３ 貯油施設等を設置する工場又は事業場（以下この条において「貯油事業場等」とい

う。）の設置者は、当該貯油事業場等において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、

油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより

生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く油を含む水の排出又は

浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置

の概要を都道府県知事に届け出なければならない。

４ 都道府県知事は、特定事業場の設置者、指定事業場の設置者又は貯油事業場等の設置者

が前三項の応急の措置を講じていないと認めるときは、これらの者に対し、これらの規定に

定める応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。



２ 水質汚濁防止法施行令

（１）指定物質（第３条の３：一部のみ）

第三条の三 法第二条第四項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。

一 ホルムアルデヒド

二十 クロロホルム

四十四 アルミニウム及びその化合物

四十八 塩素酸及びその塩

四十九 臭素酸及びその塩

五十一 マンガン及びその化合物

五十二 鉄及びその化合物

五十三 銅及びその化合物

五十四 亜鉛及びその化合物

五十五 フエノール類及びその塩類

五十六 一・三・五・七―テトラアザトリシクロ［三・三・一・ 一三・七 ］デカン（別

名ヘキサメチレンテトラミン）


